
神戸市中小企業ＤＸ推進支援補助金交付要綱 

 

令和３年９月24日 経済観光局長決定 

 

（目的） 

第１条  この要綱は、神戸市内中小企業が実施するデジタル技術を活用し、経営課題の解決や事

業転換を目指す取組等に対し補助金を交付することにより、ビジネス環境の変化への対応が求

められる神戸市内中小企業のＤＸ推進を支援することを目的として、地方自治法（昭和22年法

律第67号）、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）、神戸市補助金等の交付に関する規則（平

成27年３月神戸市規則第38号。以下「補助金規則」という。）に定めがあるもののほか、当該補助

金の交付等に関して必要な事項を定める。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、中小企業とは、中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条に

規定する中小企業者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。 

（1）次のいずれかに該当する中小企業者（みなし大企業） 

ｲ）発行済株式の総数又は出資金額の２分の１以上が同一の大企業の所有に属している法人  

ﾛ）発行済株式の総数又は出資金額の３分の２以上が複数の大企業の所有に属している法人  

ﾊ）大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の２分の１以上を占めている法人 

ﾆ）発行済株式の総数又は出資価格の総額を（ｲ）～（ﾊ）に該当する中小企業者が所有してい

る中小企業者 

ﾎ）（ｲ）～（ﾊ）に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占め

ている中小企業者 

（2）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）に規定する

性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る接客業務受託事業を行う者 

（3）神戸市における暴力団の排除の推進に関する条例（平成23年３月条例第29号）第２条第１

号に規定する暴力団又は同条第２号に規定する暴力団員 

（4）兵庫県暴力団排除条例施行規則（平成23年公安委員会規則第２号）第２条に規定する暴力

団等と密接な関係を有する者 

（5）神戸市市税条例（昭和25年８月条例第199号）に定める市税に滞納又は未申告がある者 

（6）その他、本市が助成金を交付するにあたり、社会的な信頼性又は公平性を損なうおそれが

あると市長が認める者 

 

（補助対象者） 

第３条  本補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、神戸市に事

業所（本社、支店、営業所、工場等）を有する者のうち、次の各号の全てに該当するものとす

る。 

（1）第２条で定める中小企業であること。 

（2）神戸市市税条例に定める神戸市税の滞納又は未申告がないこと。 

 



（補助対象事業） 

第４条 本補助金交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次の各号の全て

に該当する事業とする。 

（1）補助対象者が実施する経営課題の解決や事業転換を目指すＤＸの取り組みであり、次のい

ずれかに該当する事業であること。 

①システム導入事業 

デジタル技術を活用した業務効率化や生産性向上等の経営課題の解決や、事業転換を目指

すＤＸのためにシステムを導入する取り組み 

②ＤＸ人材育成事業 

経営者、役員又は従業員がＤＸに関する研修、講座等を受講し、ＤＸの推進に必要な知識

及び技能を習得する取り組み 

（2）事業の実施場所に神戸市内の事業所を含んでいること。 

 

（補助対象経費） 

第５条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象事業に要する経

費のうち、次の各号に掲げるものとする。ただし、金額は、消費税及び地方消費税を除いたも

のとする。 

（1）システム導入事業 

①システム導入経費 

②製品開発経費 

③環境整備経費 

④上記に伴う付帯経費 

⑤その他 

（2）ＤＸ人材育成事業 

①受講料 

②教材費 

③外部講師の招聘費用 

④上記に伴う付帯経費 

⑤その他 

２ 補助事業の実施期間は、交付決定の日から当該交付決定時に定めた事業完了日の属する市の

会計年度の市が指定する日までとする。 

 

（補助金の額等） 

第６条  補助対象者に交付する補助金の額は、次の各号のとおりとする。 

（1）システム導入事業 

①通常枠 

１補助対象事業につき、補助対象経費の２分の１以内とし、100万円を限度とする。 

②ＤＸモデル事業枠  

１補助対象事業につき、補助対象経費の２分の１以内とし、250万円を限度とする。 

（2）ＤＸ人材育成事業 



１補助対象事業につき、補助対象経費の２分の１以内とし、30万円を限度とする。 

２ 過去に本補助事業の交付を受けた者が、過去と同一と認められる補助事業により補助金の交

付を受けようとする場合は、補助対象外となる。 

３  第１項の補助金の補助対象期間は、補助金の交付決定の日から当該交付決定時に定めた事業

完了日までとする。第１項第１号の補助対象者は、事業の内容に応じて、翌年度にまたがる事

業期間を設定することができる。ただし、翌年度の補助金は当該年度の予算の成立を前提とす

る。 

４ 市長は、本条の規定により算定した金額の合計が当該年度の本補助金の予算を超過する場合は、

本条の規定にかかわらず補助金の額を減額して交付又は交付しないことができる。 

 

（交付の申請） 

第７条  本補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、補助金規則第５条

第１項に基づき、次に定める書類を作成し、市長の定める期日までに、市長に提出しなければ

ならない。 

（1）システム導入事業 

①神戸市中小企業ＤＸ推進支援補助金交付申請書（様式第１号） 

②事業計画書（様式第２号） 

③補助対象経費明細書（様式第３号） 

④会社概要書（様式第４号） 

⑤ＤＸモデル事業計画書（様式第５号） 

⑥滞納が無いことの証明書 

⑦その他市長が必要と認める書類 

（2）ＤＸ人材育成事業 

①神戸市中小企業ＤＸ推進支援補助金交付申請書（様式第１号-２） 

②事業計画書（様式第２号-２） 

③補助対象経費明細書（様式第３号-２） 

④会社概要（様式第４号） 

⑤滞納が無いことの証明書 

⑥その他市長が必要と認める書類 

 

（交付の決定） 

第８条  市長は、前条に定める書類の提出があった場合には、補助金の交付を決定するために事

業内容や事業の実施能力、補助金の額等に関する審査を行い、適当と認めるときは、補助金規

則第６条に基づき、補助金の交付を決定するとともに、交付決定通知書（様式第７号）により

申請者に対して速やかに通知する。また、不適当と認めるときは、補助金規則第６条第３項に

基づき、不交付決定通知書（様式第８号）により、申請者に対し速やかにその旨を通知するも

のとする。 

 

（計画変更の届出等） 

第９条 前条に定める交付決定通知書により通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、



次の各号のいずれかに該当する場合は速やかに事業変更（中止）届出書（様式第９号）を作成

し、市長に届出なければならない。 

（1）当該交付決定に係る事業（以下「補助事業」という。）の内容若しくは遂行計画、又は補助

対象経費等に変更が生じた場合。（原則として、変更による補助対象経費の増減額が変更前

の金額の20%を超えない場合を除く） 

（2）補助事業を中止または廃止した場合。 

（3）補助事業が予定の期間内に完了しない場合、または補助事業の遂行が困難となった場合。  

 

（交付決定の取り消し） 

第１０条  市長は、補助事業者が補助金規則第19条第１項各号の一に該当するとき、または事業

内容が本要綱の趣旨に反すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消

すことができる。 

２ 市長は、第１項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、補助金

交付決定取消通知書（様式第10号）により補助事業者に通知するものとする。 

 

（事業完了報告の提出） 

第１１条 補助事業者は、補助事業の完了後（補助事業の中止等の承認を受けたときを含む。）

10日以内に、補助金規則第15条に基づき、次に定める書類を作成し、市長に提出しなければな

らない。 

（1）システム導入事業 

①事業完了報告書（様式第11号） 

②補助対象経費明細書（様式第３号） 

③その他市長が必要と認める書類 

（2）ＤＸ人材育成事業 

①事業完了報告書（様式第11号-２） 

②補助対象経費明細書（様式第３号-２） 

③その他市長が必要と認める書類 

２ 補助事業者は、補助金規則第15条に基づき、補助金の交付決定に係る市の会計年度の終了後、補

助対象経費明細書（様式第３号）により当該時点での事業の実施状況を速やかに市長に報告しなけ

ればならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第１２条  市長は、前条の規定による事業完了報告の提出を受けたときは、報告に基づき補助事

業の成果を審査し、補助金規則第16条に基づき、補助金の額を確定するとともに確定通知書

（様式第12号）により補助事業者に対して速やかに通知するものとする。 

 

 

（補助金の請求） 

第１３条  前条第１項の通知を受けた補助事業者は、市長の定める日までに補助金請求書（様式

第13号）を、市長に提出するものとする。 



２ 市長は、前項の請求に基づき、補助事業者に対し補助金を交付するものとする。 

 

（成果等の報告） 

第１４条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業の成果について補助事業者に対し適宜、

報告を求めることができるものとする。 

２ 補助事業者は、第11条第１項１号の事業完了報告を行った日の属する市の会計年度の翌年度

より２年間の間、毎年３月末日までに状況報告書（様式第14号）により、市長に報告しなけれ

ばならない。 

 

（帳簿等の保存期間） 

第１５条 補助事業者は、当該補助事業にかかる帳簿及び書類を、当該補助事業の完了の日から

起算して５年を経過した日の属する市の会計年度末日まで保存しなければならない。  

 

（補助金の返還） 

第１６条  市長は、第10条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したとき、ま

たは、補助事業者が、次の各号の一に該当するときは、補助金規則第20条第１項に基づき、期

限を定めて、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。 

（1） 補助事業の遂行が困難となった場合 

（2） 補助事業の遂行が不可能であることが客観的に判明した場合 

（3） その他本要綱に違反したとき 

 

（知的財産権の帰属） 

第１７条 この補助事業により得られた知的財産権は、補助事業者等に帰属するものとし、本市

には帰属しないものとする。 

 

（財産処分の制限） 

第１８条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、または効用の増加した財産の額が50

万円以上であるときは、取得または増加した財産を、補助金規則第24条に基づく市長の

承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又

は担保に供してはならない。 

ただし、補助事業の完了した日の属する会計年度終了後５年を経過する日を超えた場

合はこの限りでない。 

２ 補助事業者は、前項に掲げる承認を受けようとするときは、財産処分等承認申請書（様式第15

号）を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、第１項に掲げる承認をする場合には、財産処分等承認通知書（様式第16号）に

より、不承認の場合には、財産処分等不承認通知書（様式第17号）により補助事業者に通

知するものとする。 

４ 補助事業者は、第２項の承認対象となる財産に係る台帳を備え、その処分制限期間の間、保

存しておかなければならない。 

 



（秘密の保持） 

第１９条 第７条の交付申請の内容について、関係者は秘密保持に留意しなければならない。  

 

（補則） 

第２０条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、所管局長が別に定める。 

 

附  則 

この要綱は、令和３年９月24日から施行する。 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和６年５月１日から施行する。 

この要綱は、令和７年５月１日から施行する。 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する 


